
○

商
品
投
資
販
売
業
者
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
命
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
と
す
る
。

一

主
要
株
主
（
総
株
主
等
の
議
決
権
（
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の

一

主
要
株
主
（
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
十
以
上
の

議
決
権
（
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
に
あ
っ
て
は
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年

株
式
又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
者
を
い

法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
十
一
条
ノ
二
第
四
項
に
規
定
す
る
種
類
の
株
式

う
。
第
九
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
除
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を

所

有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
に
係
る
株

式
又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
者
を
い
う

。
第
九
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

（
略
）

二

（
略
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条

法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
四
条

法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明

む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明

す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る

す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る

。
）
と
す
る
。

。
）
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）



八

別
紙
様
式
第
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
親
会
社
（
当
該
業
者
に
な
ろ
う
と
す

八

別
紙
様
式
第
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
親
会
社
（
当
該
業
者
に
な
ろ
う
と
す

る
者
又
は
当
該
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
総
株
主

る
者
又
は
当
該
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
発
行
済

等
の
議
決
権
の
二
分
の
一
以
上
の
議
決
権
に
係
る
株
式
又
は
出
資
を
自
己
又

株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
二
分
の
一
以
上
の
株
式
又
は
出
資
を
自
己

は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
者
を
い
う
。
）
の
株
主
又
は
社
員

又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
者
を
い
う
。
）
の
株
主
又
は
社

の
名
簿

員
の
名
簿

九

許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損

九

許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
若
し
く
は
損
失
処
理
計
算
書
又
は
こ
れ
ら

益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
若
し
く
は
損
失
処
理
計
算
書
又
は
こ
れ
ら

に
代
わ
る
書
面
。
た
だ
し
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ

に
代
わ
る
書
面
。
た
だ
し
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ

れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
商
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
の

れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三

と
き
に
作
成
す
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
の
と
き
に
作
成
す
る
貸
借
対
照
表
又
は

こ
れ
に
代
わ
る
書
面

十
、
十
一

（
略
）

十
、
十
一

（
略
）



改 正 案 現 行

別紙様式第１号（第１条・第７条関係） 別紙様式第１号（第１条・第７条関係）
（第７面） （第７面）

12．主要株主の商号、氏名又は名称及び住所 12．主要株主の商号、氏名又は名称及び住所

（ふりがな） 保有する議決権の数 住 所 （ふりがな） 保有する株式の数 住 所
商号、氏名又は名称 割合 商号、氏名又は名称 又は出資の金額 割合

個 ％ 千株（又は口）百万円 ％

（記載上の注意） （記載上の注意）
１．「主要株主」とは、第３条第１号に規定する主要株主をいう。 １．「主要株主」とは、省令第３条第１号に規定する主要株主をいう。
２．主要株主を含めて保有する議決権の数の多い順序に従い10名（法人を含む。）について ２．主要株主を含めて保有する株式の数又は出資の金額の多い順序に従い10名（法人を

記載すること。 含む。）について記載すること。
３．「割合」とは、保有する議決権の数の第３条第１号に規定する総株主等の議決権に対する ３．「割合」とは、保有する株式の数又は出資の金額の発行済株式の総数又は出資の総額に

百分比をいう。 対する百分比をいう。
４．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第 ４．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第

７面の次に添付すること。 ７面の次に添付すること。



改 正 案 現 行

（日本工業規格A４） （日本工業規格A４）
別紙様式第５号（第４条第８号関係） 別紙様式第５号（第４条第８号関係）

親会社の株主又は社員の名簿 親会社の株主又は社員の名簿

（ふりがな） （ふりがな）
商 号 商 号

（ふりがな） （ふりがな）
代 表 者 氏 名 代 表 者 氏 名

住 所 住 所

(A)総株主等の議決権の数 個 (A)発行済株式の総数及び 千株（又は口）
資本の額又は出資の総額 百万円

氏名又は名称 (B) 保有する議決権の数 割合(B/A) 氏名又は名称 (B) 保有する株式の数 割合(B/A)
又は出資の金額

個 ％ 千株（又は口） 百万円 ％

（記載上の注意） （記載上の注意）
１．保有する議決権の数の多い順序に従い５名（法人を含む。）について記載すること。 １．保有する株式の数又は出資の金額の多い順序に従い５名（法人を含む。）について記載する
２．親会社のないもの及び人的、資金的な面からみて親会社とならない場合は、記載を省略する こと。
ことができる。 ２．親会社のないもの及び人的、資金的な面からみて親会社とならない場合は、記載を省略する

３．「総株主等の議決権」とは、第３条第１号に規定する総株主等の議決権をいう。 ことができる。


